
第 4 号議案

事 業 計 画 書 (案)

１ 名 称 向洋 地区まちづくり協議会

２ 実施期間 令和2年４月１日～令和3年３月３１日

３ 事業の概要

向洋地区まちづくり協議会は、組織の運営と次の活動を行う事業に取り組む。

・地区の課題、情報等を共有するための広報に関する活動

・地区の地域福祉、子育て支援、防犯、防災等の課題の解決に向けた共助

に関する活動

・地区内外における地域交流に関する活動

・地区の特性である地域資源の活用に関する活動

・地区における市民等の意見や課題を把握し、まちづくり計画等に反映する

ための情報収集に関する活動

４ 事業の実施計画

実施 事 業 内 容 備 考

５月 向洋地区まちづくり協議会通常総会 市民センター

年3回 広報紙発行（活動内容の情報発信）

６月 悪質勧誘等対策教室（高齢世帯を詐欺被害から守る）市民センター

11月 防災訓練（避難場所や経路の確認、防災体験） 向山小学校

８月下旬 PTA連携集会（校区全体の課題等の意見交換会） 向洋中学校

10月上旬 向山校区運動会（活動内容の情報発信） 向山小学校

10月 地域参加の美化活動 地域

随時 高齢者対策事業（認知症対策、健康体操等） 市民センター他

12月 社会参加促進事業（門松づくり等） 向山小学校

教育講演会・研修会
向洋中学校

向山小学校

（注） 枠内に収まらない場合は、任意の様式で別紙を作成して添付すること。


